
 

 

 

 

                              

 

「食」と「農」からみた協同組合 

 

 

 

 

【講義の主なポイント】 

・JA の組合員は、正組合員と准組合員に分けらる。正組合員は農業者であり、

准組合員は県内 JA の地区に住む個人か JA を利用している方となる。正組合

員と准組合員はそれぞれ 10 万名強であり平成 28 年度に准組合員数が正組合

員数を上回った。正組合員は高齢層が多く次世代への継承が課題である。 

・JAグループ三重は、県内 9つの JAと JA三重中央会、JA三重信連、JA三重厚

生連 JA 全農三重県本部、JA 共済連三重県本部で構成している。JA では営農

指導、販売、購買、厚生、信用、共済などの事業をおこなっている。 

・豊かでくらしやすい地域社会の実現に向け、ライフラインを支え、世代に応じ

た取り組みを、JA くらしの活動としてすすめている。他団体との連携や、食

育を組み合わせた食農教育、地域の居場所「ふらっとほーむ」などを各地です

すめている。JAが地域に必要とされる存在になることが大事である。 

・三重県内では水稲など多彩な農業が営まれている。多くの品目で生産量は全国

平均の水準であるが、お茶は全国 3位、小麦は 5位の生産量を誇る。一方で米

の 1 等米比率、園芸を中心とした生産額の伸び率は全国で最下位に近い。大

規模農家（販売金額 1億円超）と小規模農家の二極化もすすんでいる。 

・政府主導による農業・農協改革があり、JA は農業振興と地域振興を両輪に自

己改革をすすめた。組合員への最大の奉仕、協同組合らしく地域の貢献、協同

組合活動で JAと農業への理解を深めていただくことが必要である。 

・日本では協同組合の認知度が極めて低い。理念だけではメシは食えない。経営

体として成り立ってこそ事業・活動が展開できる。協同組合の職員は「労働者」

であるとともに「運動者」であり「連結者」である。 

  三重大学 人文学部  

法律経済学科 

「協同組合論」 
  

村田 智広／三重県農業協同組合中央会 企画総務部課長 

 

第 6回（11月 14日）：受講 52名（受講生 44名・聴講＆スタッフ 8名） 

三重県内には 9つの JAと事業別に県連合会がある。三重県農業は多彩な品

目が生産されているが、担い手の確保・育成、世代交代に伴う農業承継、地域

の農業への理解促進が課題である。JA では経営環境の変化への対応や組合員

との関係強化が課題である。農業生産・JA 組織経営基盤の確立、地域農業の

振興と地域社会の活性化に貢献するため JAは自己改革をすすめている。 

特殊 

講義 

 



第６回講義…受講生の感想レポート（一部抜粋） 

Ａさん（２年生） 

 

Ｂさん（２年生） 

 



Ｃさん（３年生） 

 

Ｄさん（２年生） 

 

Ｅさん（２年生） 

 



Ｆさん（３年生） 

 
Ｇさん（２年生） 

 

Ｈさん（２年生） 

 

以上 


